
ひびしん地域密着型金融推進計画 
（平成２１年度～２３年度） 
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「ひびしん地域密着型金融推進計画」の取組みについて 

 福岡ひびき信用金庫では、平成２１年８月に「ひびしん地域密着型金融推進計画」（平成２１年度～２３年度）を公表いたしました。今回は３ヵ年の取

組みのうち、平成２３年４月から平成２４年３月までの取り組み状況につきましてお知らせいたします。 

 この「ひびしん地域密着型金融推進計画」では、信用金庫が持つ「つなぐ力」をさらに進化させ、会員や地域社会の様々な主体との「連携」を一段と

強化し、地域の持続的な発展を目指して、１．地域密着型金融の深化、２．独自性のさらなる発揮、３．永続性ある経営の確立を主要な柱として取り

上げております。 

 役職員一人ひとりが現在の状況や背景にある要因をしっかりと理解し、「地域のためにできること」を地域の人たちと手を携えながら取組み、解決して

いきたいと考えております。 

「「「ひひひびびびしししんんん地地地域域域密密密着着着型型型金金金融融融推推推進進進計計計画画画」」」   

『 次世代への伝承・つなぐ力 発揮 ２００９ 』 

信用金庫が持つ「つなぐ力」をさらに進化させ、会員や地域社会の様々な主体との「連携」を一段と強化し、地域の持続的な発展を目指していく。 
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基基基   本本本   施施施   策策策   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域密着型金融の深化  

地域金融機関として、地域密着型金融への取り組みを通

じて、地域社会の活性化や持続的な発展を目指す。 

２．独自性のさらなる発揮  

協同組織金融機関として、‟ひびしん”の独自性をさら

に発揮する。 

３．永続性ある経営の確立  

内部管理態勢の整備と経営効率の向上、次世代の人材教

育と継承による、永続性のある経営の確立に努める。 

 

   地地地域域域のののたたためめめにににででできききるるるこここととと      

 

役職員一人ひとりが現在の状況や背

景にある要因をしっかりと理解し、

「地域のためにできること」を地域

の人たちと手を携えながら取組み、

解決する。 
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「ひびしん地域密着型金融推進計画」の取組み状況（平成２３年度） 

 

分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

地域密着型金融の進化 

 課題解決型金融の強化 

  事業支援など高付加価値の提供 

   目利き機能の向上をはじめ事業価値を見極める融資(不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資)の徹底 

    会計参与制度の活用や｢中

小企業の会計に関する指

針｣の普及 

平成 18年 5月の会社法施

行により、会計参与制度が

創設され、また「中小企業

の会計に関する指針」が公

表された。中小企業会計の

質的向上には普及を推進

する必要がある。 

ＴＫＣ北九州支部と提携

して、会計参与制度の普及

や中小企業会計の精度向

上を推進する。 

【相手方にとっての成果】 

財務内容等改善を目的と

してＴＫＣ会員税理士の

推薦を受けることで事業

資金融資を受けることが

できる。 

【当金庫にとっての成果】 

ＴＫＣ北九州支部と提携

して、ＴＫＣ会員税理士の

推薦を受けた中小事業者

を対象とした商品を継続

推進する。現在取扱件数は

4件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評   価】 

提携商品をステップに組

織的に普及を推進する。 

【今後の課題】 

継続的な連携及び営業店

への意識浸透。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    動産・債権譲渡担保融資、

ＡＢＬ等の活用 

担保・保証、連帯保証人に

過度に依存せず、企業の財

務内容や将来性に着目し、

又資金ニーズに対応して

いくため的確に対応して

いく。 

機械・設備担保融資であ

る「しんきんＭｅサポー

ト」や「トラック車両ロ

ーン」の推進。また、信

用保証協会商品である流

動資産担保融資（協会Ａ

ＢＬ）を推進する。 

【相手方にとっての成果】 

機械・設備担保融資である

「しんきんＭｅサポート」

や「トラック車両ローン」

の推進。また、信用保証協

会商品である流動資産担

保融資（協会ＡＢＬ）を推

進する。 

【当金庫にとっての成果】 

信金中央金庫と連携した

「しんきんＭｅサポート」

の实績も４件となり、知

識・ノウハウも蓄積でき

た。又、流動資産担保融資

（協会ＡＢＬ）の譲渡登記

についての経験・方法等ノ

ウハウも蓄積できた。 

【評   価】 

ＡＢＬに関しての知識は

ある程度蓄積できた。 

【今後の課題】 

営業店へのノウハウ移転

や取引先の認識の改善。 

    様々なコベナンツの活用 適切に債務者の経営等を

制限・監視することで事業

キャッシュフローやバラ

ンスシートを一定の水準

に維持することでリスク

を低減させること。 

現在、コベナンツ条項を

付した融資先は１２先あ

るが、いずれもシンジケ

ートローンとしての取組

みであり、すべてレンダ

ーとしての参加である。 

【相手方にとっての成果】 

不動産担保・保証、連帯保

証人の提供の手間が不要

になった。 

【当金庫にとっての成果】 

財務制限条項を含むコベ

ナンツ条項について相応

の知識は修得できた。又パ

ソコンによるコベナンツ

管理システムの整備を行

った。 

 

 

 

【評   価】 

今後は、信用リスクの計量

化と並び、コベナンツの活

用をさらに進めたい。 

【今後の課題】 

コベナンツは対象範囲が

広くコベナンツ条項の活

用についてはさらに研究

が必要。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   中小企業に適した資金供給手法の徹底 

    シンジケートローンの活

用 

当金庫のシンジケートロ

ーン第 1号は、平成 17年

5月に北九州市に対し取組

みをしたもので、方針とし

ては担保・保証に過度に依

存しない融資として、又シ

ンジケートを組むことで

リスクの分散が図れる等

によるものである。 

シンジケートローンにつ

いては、全てレンダーと

しての参加であるが、近

年は独立行政法人に対す

る融資が増加した。 

シンジケートローンとし

て以下の融資を行った。 

(1)地公体に対し1,397百

円を实行した。 

(2)独立行政法人１社に

対し 2,000 百万円の融

資を实行した。 

(3)Ａ、Ｂ、Ｃ社3社に対

し合計 810 百万円を实

行したが、内 2 件 760

百万円は同額更新。 

【相手方にとっての成果】 

大型プロジェクト等で資

金が必要になった場合な

ど複数の金融機関を利用

する事で多額の融資を受

ける事が出来る。 

【当金庫にとっての成果】 

シンジケートローンにつ

いては、現在 14先の取扱

がある。内容は、地公体向

けのほか、ＰＦＩ融資、ノ

ンリコースローン、コミッ

トメント型シンジケート

ローン等各種融資あり、コ

ベナンツ管理も含め相応

のノウハウは修得できた。 

【評   価】 

取扱に当たっては、仕組み

や他行の取扱状況とリス

ク面も併せ、信金中央金庫

の指導を受けながら、審査

部内でも勉強会を行い、習

得を図った。特に、コベナ

ンツ管理については不十

分であったが、平成21年

2 月にコベナンツ管理要

領を制定し、パソコンでの

システム管理の構築を行

った。 

【今後の課題】 

企業の将来性や返済原資

を確实に行いリスクにつ

いての意識付けと、信用コ

ストが発生しないよう十

分な管理を行うこと。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    新ＴＫＣ提携ローンの活

用 

中小企業の税務・会計・経

営に関する相談相手とし

て税理士は非常に重要な

役割を果たしている。税理

士の専門家組織であるＴ

ＫＣの会員との連携をよ

り深め、精度の高い財務分

析を行い、併せて顧実の定

性情報を十分に考慮し、中

小企業の資金ニーズに対

するもの。 

新ＴＫＣ提携ローン「スク

ラム」の推進。 

【相手方にとっての成果】 

財務内容等改善を目的と

してＴＫＣ会員税理士の

推薦を受けることで事業

資金融資を受けることが

出来るようになった。 

【当金庫にとっての成果】 

平成20年 8月 1日より、

中小企業経営者・税理士・

福岡ひびき信用金庫が一

体・相互協力して、企業の

経営計画策定を行い、その

計画の妥当性に基づき融

資を行う提携新融資商品

「スクラム」を開発・販売

中である。 

【評   価】 

提携新融資商品「スクラ

ム」については、取り扱い

件数は数件である。今後

は、当金庫職員やＴＫＣ会

員相互について、理解は深

め取組みを強化していく。

また、融資商品の取り扱い

だけに止まらず、ＴＫＣ会

員と相互連携した中小企

業支援体制を進め、地域の

中小企業の活性化に資す

る。 

【今後の課題】 

営業店への浸透とＴＫＣ

会員税理士との連携。 

   身近な情報提供・経営指導・相談 

    公的制度等に係る情報提

供 

中小企業基盤整備機構と

業務連携を行い、地域にお

ける中小企業への支援、ベ

ンチャーの育成、産業用地

の利用・活用の推進、共済

制度の普及・加入促進、そ

の他中小企業に役立つ情

報交換などの分野に係る

両者間での連携を円滑に

するため、相互に協力し、

地域経済の活性化と中小

企業支援の促進に寄与す

る。 

定期的な情報交換や相談

案件紹介を行い、中小企

業基盤整備機構等の様々

な機能を活用、連携して

中小企業の支援を行う。 

【相手方にとっての成果】 

企業の経営課題解決や

様々な経営上の情報が各

分野に亘って入手でき

る。 

【当金庫にとっての成果】 

九州地域の県や市等の行

政機関、中小企業団体中央

会や工業技術センター等

の支援機関、政府系及び民

間金融機関とのコミュニ

ケーションを密にした連

携強化が図れた。 

【評   価】 

一定のネットワークの形

成や連携が出来た。 

【今後の課題】 

組織的な連携の強化。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    資金繰りや売上げ等に係

る経営改善指導 

中小企業の経営改善を行

っていくには中期の改善

計画を立案していく必要

があるが、その対応は十分

になされていないのが現

状である。計画書の立案支

援を通じて、当該企業の技

術力やノウハウなどの強

みを明確にし、確实な経営

管理を实施しながら改善

に取組んでいく。 

(1)中小企業支援ネット

ワーク強化事業の一環

として、中小企業診断

士を招聘し、経営相

談・継続支援として専

門家派遣を行った。 

(2)公認会計士を講師に

経営改善支援業務に関

する職員向け勉強会を

開催。 

【相手方にとっての成果】 

实務的な経営改善に関す

る指導を受けることがで

きた。 

【当金庫にとっての成果】 

相談会や内部研修等を経

て、営業店においても取引

先に対して財務内容に偏

らない实務的な業務改善

指導の重要性が再認識で

きた。 

【評   価】 

個別経営相談会により、一

定の成果をあげる事が出

来た。 

【今後の課題】 

(1)個別経営相談会・専門

家派遣の継続。 

(2)職員の経営改善支援業

務に関する能力の更な

る向上。 

    財務書類の作成、後継者育

成等に係る相談 

(1)中小企業診断士や外部

専門家による研修を充

实させ、取引先からの経

営相談等の対応能力の

向上を図る。 

(2)後継者育成を含む事業

承継等の経営相談に対

応することで、中小企業

の事業存続支援を行う。 

(1)公認会計士を講師に

経営改善支援業務に関

する職員向け勉強会を

開催。 

(2)中小企業基盤整備機

構の事業承継コーディ

ネーターを講師に事業

承継に関する職員向け

勉強会を開催。 

(3)中小企業支援ネット

ワーク強化事業の一環

として、中小企業診断

士を招聘して経営相

談・継続支援として専

門家派遣を行った。 

 

 

 

 

 

【相手方にとっての成果】 

事業の方向性、また具体的

な施策などについて、専門

家より指導・アドバイスを

受けることで、企業経営の

参考とすることが出来た。 

【当金庫にとっての成果】 

勉強会による職員の支援

能力の向上、取引先企業の

財務面・後継者育成を含む

相談対応による支援ノウ

ハウの蓄積が出来た。 

【評   価】 

企業経営に対する一定の

支援が实施出来た。 

【今後の課題】 

(1)経営支援能力の更なる

向上。 

(2)継続的な経営支援。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  中小企業のライフサイクルに沿った取組み 

   事業再生 

    中小企業再生支援協議会

の活用(全国組織の活用) 

中小企業再生支援協議会

版ＤＤＳによる再生可能

性を中小企業再生支援協

議会と協力し支援するも

の。 

平成21年1月に中小企業

再生支援協議会に案件を

持ち込み、株主責任、経

営者責任を組み込む経営

計画書を策定した。協議

会が計画書を検証後、取

引金融機関に説明後計画

案が了承された。 

【相手方にとっての成果】

21 年 3 月に中小企業再生

支援協議会版ＤＤＳを行

った。 

(1)ＤＤＳ实施による金利

減免により財務改善に寄

与。 

(2)タイトになっていた資

金繰りからの開放。 

【当金庫にとっての成果】 

ＤＤＳに対するノウハウ

の蓄積ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評   価】 

中小企業再生支援協議会

版ＤＤＳは破綻懸念先を

対象とした再生手法であ

り、要旨を十分理解し株主

責任と経営者責任を明確

にすることで活用できた。

今後も適宜取組む。 

【今後の課題】 

ＤＤＳ手法の尚一層の研

究とリスク面の把握。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    ＤＤＳの活用 20年11月7日公表された

中小企業再生支援協議会

版ＤＤＳは中小企業再生

手法として有効と判断し

た。当金庫も平成 21 年 3

月に实行した。又、経営不

振に陥っている別の企業

に対し再生するため、従来

型のＤＤＳを实施した。 

(1)中小企業再生支援協

議会に再生計画を提出

し、協議会から派遣さ

れた会計士、中小企業

診断士が計画を検証し

た。全取引金融機関が

再生計画を承認した。 

(2)従来型ＤＤＳについ

て検討を重ねながら他

行の同意を得るための

交渉を行った。併せて、

企業の債務を企業の資

本に交換する手法であ

るＤＥＳを实施した。 

【相手方にとっての成 

(1)ＤＤＳ实施による金利

減免により財務内容の改

善が図れた。 

(2)タイトになっていた資

金繰りからの開放が図れ

た。 

【当金庫にとっての成果】 

(1)平成21年3月に協議会

版ＤＤＳを实行した。中

小企業で破綻懸念先に対

する再生スキームとして

活用範囲は大きい。 

(2)平成22年3月に従来型

ＤＤＳに实行と、ＤＥＳ

についても併せて实行す

ることで他行のリスケを

促すことが出来、該当企

業の再建スキームを指導

することができた。 

【評   価】 

契約書を精査しコベナン

ツを検証することでノウ

ハウの蓄積ができた。 

【今後の課題】 

債権よりも回収順位が务

後するなどデメリットの

部分の認識。 

    信用保証制度の適切な活

用を踏まえたＤＩＰファ

イナンスの活用 

事業再生先に対し支援を

目的として保証協会保証

付事業再生保証融資の活

用を推進するもの。 

認証支援機関の指導や再

生計画を策定した企業で

再生の可能性が確認でき

れば対応する。 

【相手方にとっての成果】 

事業再生を目指す企業に

とっては、保証協会の保証

が付けば再生の可能性が

ある 

【当金庫にとっての成果】 

ＤＩＰファイナンスにつ

いて今年度は取組みの实

績はないが、過去平成 15

年度に 1件 50百万円の取

組みを行った。 

【評   価】 

再生支援先への運転資金

需要に対しては保証協会

保証付事業再生保証融資

の活用を検討する。 

【今後の課題】 

再生支援先の一層の内容

把握とＤＩＰファイナン

スの研究。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   創業・新事業支援 

    新連携・産学間の連携 事業に対して前向きな経

営者に対してタイムリー

な支援が出来るようパイ

プ役となる。 

(1)中小企業基盤整備機構

と連携し企業経営者向

けに、新事業展開セミナ

ー（新連携事業等を活用

した新事業展開への取

組み）を開催。 

(2)しんきん合同商談会に

おいて、大学・中小企業

基盤整備機構等が支援

機関として出展し、経

営・技術相談を实施。 

(3)平成２３年１０月の産

学連携フェア出展によ

る対外的な PR活動の实

施。 

【相手方にとっての成果】 

事業の経営上の悩みや課

題に対して、当金庫の保有

するネットワークを活用

し専門家の支援を受ける

など、経営上の悩みを解決

できる可能性が増えた。 

【当金庫にとっての成果】 

産学官連携においては、各

機関との協働態勢の強化

が図れた。 

【評   価】 

各連携機関との協働態勢

の強化が図れたことで、中

小企業支援における選択

肢が広がった。 

【今後の課題】 

連携体制の維持・強化及び

ノウハウの蓄積。 

    再チャレンジ信用保証制

度の活用 

創業・新事業支援のため、

保証協会再挑戦保証制度

を主体に事業支援するも

の。 

創業者等からの資金相談

があれば再チャレンジ信

用保証制度を検討する。 

現在のところ取扱实績は

ないが今後も継続的に行

っていく。 

【評   価】 

該当先があれば再挑戦保

証制度について対応して

いく。 

【今後の課題】 

対象先の発掘と継続的な

支援。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   事業承継 

    相続対策のコンサルタィ

ング、株式買い取りに関す

る資金面の支援やＭ＆Ａ

のマッチング支援 

後継者への円滑な事業承

継や、Ｍ＆Ａ等に対する支

援を積極的に行うことで

中小企業の事業継続、雇用

確保また地域経済の活性

化の一助を担う。 

業務提携先との事業承継

案件の相談、業務提携先

（Ｍ＆Ａ仲介業）の追加、

中小企業支援ネットワー

ク強化事業を活用した、

事業承継に関する経営相

談及び専門家派遣の实

施。 

【相手方にとっての成果】 

事業承継に対する方向性

や、实務的なアドバイスを

受けることで、事業承継に

向けて行うべきことが明

確になった。 

【当金庫にとっての成果】 

事業承継支援におけるノ

ウハウが蓄積。 

【評   価】 

企業からの事業承継に係

る相談は増加傾向にある

が、まだ十分な対応が行わ

れているとは言い難い。 

【今後の課題】 

Ｍ＆Ａ情報、事業承継支援

に関する实務的ノウハウ

の蓄積。 

    法務、財務、税務等の外部

専門家と連携した取組み 

中小企業経営者の高齢化

が進む中、中小企業の廃業

率が開業率を上回るなど、

中小企業数は趨勢的に減

尐している。しかし廃業し

た企業の中には、他社への

売却や後継者が存在した

ならば事業継続可能であ

った企業も存在する。地域

金融機関として事業承継

を積極的に支援し、地域経

済活性化を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務提携先との事業承継

案件の相談、業務提携先

（Ｍ＆Ａ仲介業）の追加、

中小企業支援ネットワー

ク強化事業を活用した、

事業承継に関する経営相

談及び専門家派遣の实

施。 

【相手方にとっての成果】 

事業承継に関する課題に

対して、外部専門家による

相談等を受けることが出

来た。 

【当金庫にとっての成果】 

事業承継に関する知識向

上とともに、外部の専門家

との連携体制の充实が図

られ、一定の支援が实施で

きた。 

【評   価】 

事業承継支援のための、外

部専門家との連携体制の

充实が図られたが、支援实

務を行う上では、更なるネ

ットワークの拡充が必要

である。 

【今後の課題】 

外部専門家のネットワー

クの更なる拡充と連携体

制の強化。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  個人のライフプランを支援する取組み 

   レディス・セットプランの検討 女性の社会進出や女性の

ための制度の見直しが社

会では進められており、金

融商品についても検討が

必要であると考慮した。 

融資金利を通常の金利よ

り低めに設定した「女性

専用フリーローン」等の

検討、「女性の開業支援資

金」の検討を始めようと

している段階であり、具

体的な取組みはまだ始ま

っていない。しかし、女

性向け定期預金（金利上

乗せレディースサポー

ト）や女性創業塾など女

性向けの商品やセミナー

を随時開発している。 

【相手方にとっての成果】 

定期預金募集状況取扱 

Ｈ23.4～Ｈ24.3 

实績135件 192,255千円 

【当金庫にとっての成果】 

がん撲滅に向けての検診

推進という趣旨のＣＳＲ

活動ができた。 

【評   価】 

がん検診受診率向上に向

けて、北九九州市・保険会

社とともに支援活動をお

実様にアピールすること

ができた。 

【今後の課題】 

女性専用のローン等オリ

ジナル商品の検討が課題。 

   新商品：｢子育て応援プラン｣の推進 経済環境悪化の折、シング

ルマザーの増加等、子育て

に際し財政的に厳しい世

帯が増加してきている中、

金融機関としてこれまで

対応出来ていなかった、産

休中の方への融資機能や

小口の子育て関連資金へ

の低利融資の特徴をもつ、

子育て専用ローンを導入

することで、世間全体の尐

子化対策としての子育て

応援の流れを支援してい

くもの。 

 

 

本商品を当金庫の既往商

品である子育て応援シリ

ーズの第4弾と位置付け、

他の子育て応援商品と併

せた仮申込書付の専用チ

ラシを作成、営業店職員

による店周ローラーや当

金庫ホームページ等でも

積極的に告知活動を实施

した。 

【相手方にとっての成果】 

現在の残高は、4件 2,057

千円となっている。 

【当金庫にとっての成果】 

住宅ローン、教育ローン以

外の子育て支援ローン商

品としての品揃えが出来

た。 

【評   価】 

实行件数自体は尐なかっ

たものの、これまでの当金

庫商品では対応しきれな

った産休中の方からの申

込み等が図れており、導入

による一定の効果はみら

れた。 

【今後の課題】 

子育て世帯に対し、当金庫

の子育て応援商品を含め

た積極的なＰＲの实施。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   団塊世代向け定期積金の検討 団塊世代の退職者の増加

に伴い、退職後、年金を受

給するまでの間、安心して

暮らせるためのつなぎ資

金として、退職前から準備

し積み立てて頂くことを

目的に検討することとな

った。 

平成21年5月に「傷害保

険付定期積金『そなえ積

金』」（掛込期間10年）を

急遽発売し、総額25億円

の契約を獲得した。これ

に伴い、定期積金新商品

の検討を一時休止した。

その後、団塊世代の大半

が定年退職を迎えたた

め、年金受給開始までの

つなぎ資金や老後資金と

しての積立の必要性が薄

れたため、お孫さんのた

めの「お宝“孫”積金」

を平成22年6月に発売し

た。 

【相手方にとっての成果】 

発売しておらず、成果な

し。 

【当金庫にとっての成果】 

成果なし。 

【評   価】 

発売までに至っておらず、

評価できず。 

【今後の課題】 

団塊世代の退職がほとん

ど終え、今後、高齢者向け

支援商品を検討する。 

 地域との連携強化 

  地域の中小企業に対する情報仲介機能の発揮 

   コンサルティング能力・態勢の強化

やビジネスマッチング等を活用し

た支援 

地域の中小企業に対し金

融支援に偏らず、ビジネス

マッチングを含む情報提

供による販売面等の支援

を行い、企業の成長を図る

とともに地域経済の活性

化に寄与する。 

しんきん合同商談会の開

催によりビジネスマッチ

ングを支援。 

【相手方にとっての成果】 

販路拡大や、販売戦略にお

ける事業の方向性を捉え

る事が出来た。 

【当金庫にとっての成果】 

顧実への情報提供による

職員の支援能力向上、ビジ

ネスマッチングによる取

引先企業の営業支援が实

施出来た。 

 

 

【評   価】 

ビジネスマッチングを含

む企業への情報提供によ

る支援の重要性について

再認識出来た。 

【今後の課題】 

ビジネスマッチングの更

なる推進、外部機関との連

携強化。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   ｢ひびしんビジネスマッチング｣の

継続開催による取引先中小企業の

営業力強化に対する支援 

当金庫の顧実組織である

「ひびしん同友会」「ひび

しんニューリーダー会」を

はじめとする取引先中小

企業と北九州地区をはじ

めとする幅広い業種の中

小企業の発展と地域経済

の活性化に寄与するため、

当金庫のネットワークを

最大限に活かし、お実様に

新たなる出会いを提供す

ることによって、ビジネス

チャンスの一助となるこ

とを目的とする。 

(1)平成23年11月9日、

中小企業等の異業種に

よる展示商談会として

「しんきん合同商談

会」を九州北部の信用

金庫が結集し实施し

た。 

(2)展示商談会、特別商談

会、出店企業によるプ

レゼンテーション、経

営相談会を行った。 

【相手方にとっての成果】 

(1)商談社数 724先、商談

成約件数（見込含む）122

件 

(2)引き続き商談を継続

（見込含む）353件 

【当金庫にとっての成果】 

企業の本当の姿（製造方

法・仕入先・販路等）をみ

ることが出来た。取引先を

調査し、提案していく営業

スタイルを勉強できた。 

【評   価】 

参加企業の事前マッチン

グの仲介、フェア開催当日

のマッチングサポート、フ

ェア開催後のマッチング

フォローを金庫職員が行

い、参加企業よりある程度

評価していただいたと思

われる。 

【今後の課題】 

参加企業が固定化してお

り、今後は、参加企業の入

れ替えが必要である。 

  地公体・地域関連機関等との連携 

   国、地公体との連携による中小企業施策の活用 

    中小企業応援センターへ

の取組み 

地域金融機関として中小

企業支援を行う地域力連

携拠点事業を受託し、地域

経済活性化に寄与するも

の。（Ｈ22 年度後継事業 

中小企業応援センター事

業、Ｈ23年度後継事業 中

小企業支援ネットワーク

強化事業） 

平成21年度の地域力連携

拠点事業、平成22年度の

中小企業応援センター事

業の後継事業である中小

企業支援ネットワーク強

化事業に支援機関として

参加。中小企業の抱える

様々な課題解決に向けた

相談業務・専門家派遣業

務を行った。 

【相手方にとっての成果】 

事業の悩みに対する経営

相談や、専門家派遣による

支援を受けることで課題

解決に向けた取組みが可

能となった。 

【当金庫にとっての成果】 

様々な業種・分野に対し、

経験豊富な外部の巡回ア

ドバイザーと共に経営相

談を实施、また派遣専門家

と連携し課題解決に取組

むことで、支援ノウハウの

蓄積が出来た。 

【評   価】 

企業からの経営相談に対

する基本的な支援体制が

構築できた。 

【今後の課題】 

経営相談及び専門家派遣

の継続と職員の支援能力

の向上。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   地公体との連携によるＣＳＲの取組み 

    市民のがん検診受診率向

上への取組み（医療機関へ

のアプローチ） 

「がん」による死亡が1981

年以降日本人の死因の第1

位を占め、年間30万人以 

上の方が亡くなっており、

社会全体としてその対策

を推進して行こうとする

機運が高まってきた。その

中で、北九州市の「がん」

検診受診率を調べると、政

令指定都市では最低であ

った。北九州市に本店を置

く唯一の金融機関の社会

的使命として、「がん」検

診受診率向上の啓蒙活動

を行うことを考え、北九州

市及び保険会社との協働

で、「北九州市民を『がん』

から守るプロジェクト」を

立ち上げた。 

本プロジェクトを浸透さ

せるための活動拠点とし

て、当金庫の北九州市内

の39店舗、東京海上日動

火災、アフラック、富国

生命が各 1 店舗にて啓蒙

活動を行っている。拠点

においてリーフレット等

で「がん」検診受診を呼

びかけ、検診を受診し、

アンケートにお答えを頂

いた方に記念品を進呈し

ていが、平成23年3月よ

りアンケート方式からク

イズ方式に変更した。 

【相手方にとっての成果】 

リーフレット等の配布に

より、がん検診の意識が高

揚した。 

【当金庫にとっての成果】 

平成21年7月13日協定締

結後のアンケート回収は、

平成 23年 2月末で当金庫

分924件、保険会社3社計

286件、合計1,210件。ク

イズ回収は、实施後1年1

ヵ月で当金庫 205 件とな

った。 

【評   価】 

アンケート回収結果から、

一応の成果があったもの

と思うが、本プロジェクト

により实際に「がん」検診

を受診された方がどの程

度いるか数値は把握でき

ていない。 

【今後の課題】 

本プロジェクトの普及活

動が、現状、リーフレット

の配布に止まっており、今

後、医療機関とともに「が

ん」に関する講演会やイベ

ントによる啓蒙活動の活

性化が望まれる。 

   ＰＦＩへの取組み Ｂ大学研究等の改修、施設

整備事業の实施にあたり、

Ａ証券会社よりＰＦＩ融

資への参加依頼があった

もの。当金庫初の取組であ

りノウハウの蓄積を図り

たく参加のもの。 

福岡のＢ大学の研究等施

設の設計、改修、維持管

理事業の实施にあたり、

その計画を实施する民間

事業者が特定目的会社

（ＳＰＣ）を設立し、そ

のＳＰＣに対し融資を行

った。返済は国の予算に

基づいており返済財源が

確保されている。 

【相手方にとっての成果】 

安定した返済原資がある。 

【当金庫にとっての成果】 

現在2先の取扱いあり。 

【評   価】 

2 先の取扱いによりノウ

ハウは蓄積できた。 

【今後の課題】 

情報収集力の強化と営業

店へのノウハウ移転。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  地域再生に取組む｢地域市民｣との連携強化 

   地域経済全体を展望したビジョン

策定への支援 

地域経済全体の活性化は

地域金融機関としての使

命であり、当然取組むべき

ものであるため。 

北九州商工会議所に職員

を１名出向派遣した。 

「北九州障害者職業能力

開発検討会」、「北九州市

障害者就業生活支援セン

ター業務連絡会議」、「北

九州金融懇話会」、「経営

改善貸付推薦団体協議

会」、「19 大都市商工会議

所金融担当課長会議」に

参加し雇用・金融面から

支援した。 

【相手方にとっての成果】 

金融のノウハウを生かし、

成果を上げた。 

【当金庫にとっての成果】 

北九州市の雇用、金融面の

支援は行政の問題であり、

金庫の使命でもある。 

【評   価】 

雇用の斡旋、相談、金融面

の相談は地域活性化に繋

がる。地道な活動ではある

が確实に成果を上げてい

る。 

【今後の課題】 

雇用情勢は益々厳しい状

況にあり、中小零細企業の

財務内容も決して良好と

は言えない。商工会議所と

の連携を密にし、地域金融

機関としての機能を発揮

して行く。 

   ｢公民連携｣へのコーディネーター

としての参画 

地域金融機関の使命とし

て、地方公共団体主催の各

種事業には積極的に参画

してきており、今後とも継

続していく。 

北九州市主催の「ひまわ

り塾」に職員 1 名参加。

生涯学習塾「夢追い塾」

に 1 名参加。その他各地

域主催の町おこしイベン

ト、祭り等に職員が参加

した。 

【相手方にとっての成果】 

イベントの成功には当金

庫の協力が必要との評価

を受けた。 

【当金庫にとっての成果】 

町づくり、町おこしは地域

金融機関の使命であり、成

果は確認出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

【評   価】 

計画通りに实施出来た。 

【今後の課題】 

今後とも出来うる限り積

極的に派遣、参加してい

く。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   商工会議所等との連携 北九州商工会議所と連携

し、地域経済発展への貢献

に向け、協力していく。 

北九州商工会議所へ職員

を１名、出向派遣してい

る。今後も継続して派遣

し、情報を密に連携を図

っていく。主に雇用の創

出、高齢者、障害者の政

策、後方支援、金融斡旋、

推薦、相談業務に従事し

た。 

【相手方にとっての成果】 

金融知識を活かす部署に

配置され、中小零細企業、

市民の相談に応じた。 

【当金庫にとっての成果】 

地域企業の動向、雇用情勢

等の情報が得られる。 

【評   価】 

地道ではあるが、地域に役

立つ活動を展開した。 

【今後の課題】 

地域金融機関、中小企業専

門金融機関である当金庫

がさらに、連携を密にし、

地域の発展の為に積極的

に貢献していく。 

   コミュニティ・ビジネスやＮＰＯへ

の支援・融資(マイクロファイナン

ス的な取組み等) 

社会的資本の役割を持つ

ＮＰＯ法人やコミュニテ

ィ・ビジネスに対して、地

域金融機関としての責務

を果たすため金融支援・経

営支援を实施する。 

(1)ＮＰＯ法人に対する基

本姿勢を営業店に周知、

代表者の事業構想を確

認し、収益性や事業の継

続性が十分に検証でき

れば取組みを行う。 

(2)北九州ソーシャルビジ

ネスメッセの共催、また

支援機関として出展。 

(3)ひびしん経営者賞ソ

ーシャルビジネス部門

によりソーシャルビジ

ネスに取組む企業を表

彰。 

(4)中小企業支援ネット

ワーク強化事業を活用

しコミュニティビジネ

ス・ソーシャルビジネ

スに取組む企業に対し

経営相談・専門家派遣

による経営支援を实

施。 

【相手方にとっての成果】 

資金調達を含む経営支援

を受けることが出来る。 

【当金庫にとっての成果】 

实例は尐ないものの支援

ノウハウの蓄積が出来た。 

【評   価】 

経営支援による实例は尐

ないが、コミュニティビジ

ネス・ソーシャルビジネス

に対する取組み姿勢が

徐々に浸透しつつある。 

【今後の課題】 

(1)職員の目利き能力の向

上。 

(2)コミュニティビジネ

ス・ソーシャルビジネス

に対する支援体制、及び

人的ネットワークの構

築。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

 戦略的地域貢献活動による持続可能性の向上 

  ｢地域活性化しんきん運動｣の推進 

   商店街応援キャンペーン｢１・８(市

場)ＤＡＹ｣継続实施 

平成20年7月16日「1・8

（市場）ＤＡＹ」を制定 

本制定は地元商店街で買

物をし、商店街の活性化を

応援するものである。今年

で3年目であるが、継続し

て応援をする。 

毎月18日までに1回以上

は地元商店街で買い物を

行う。対象者は当金庫役

職員および家族である。

平成22年度までは、毎月

5 日までに部室店毎に取

りまとめて、業務部に報

告し集計、買い物の金額

制限はしていない。 

今年度は、ある程度意識

付けも出来たと思われ報

告は行わない。 

【相手方にとっての成果】 

平成22年度（平成22年4

月～平成 23年 3月までの

1 年間）買い物件数 

11,904 件、買い物金額 

28,857千円。平成23年度

は、未報告の為、成果は把

握出来ていない。 

【当金庫にとっての成果】 

職員が地元商店街を利用

する意識付けができた。 

【評   価】 

3 年目を迎え役職員に浸

透している。しかし、月平

均で見ると1年目は1,554

件3,987百万円、2年目は

1,349 件 3,031 百万円、3

年目は992件2,404百万円

となり、対前年では減尐傾

向となっている。 

【今後の課題】 

数、金額を増やすためにも

う一度役職員に協力要請

をする必要がある。地元商

店街に対し、応援している

ことをもっとＰＲ出来た

ら良いと思われる。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  地球環境、循環型社会づくりの貢献 

   省エネルギーへの取組み強化 

    電力、コピー用紙、ガソリ

ン等の使用量管理 

「京都議定書目標達成計

画」の閣議決定により、信

用金庫業界では、ＣＳＲの

一環として環境問題に寄

与するため、電力使用量の

削減を目標とし、温暖化対

策の数値目標を設定した。

これを受けて、当金庫で

は、電力のみにとどまら

ず、ガス、ガソリン、コピ

ー用紙に対象を広げ、エネ

ルギー削減への取組みと

した。 

(1)節電により、使用量を

平成19年度を基準に、

平成 24年度までに 6％

以上削減。 

(2)クールビズ、ウォーム

ビズの徹底。（クールビ

ズは前年度よりも 2 週

間早め、5月16日開始） 

(3)エレベーター利用の

自粛 「2上がり3下り」

の实行。稼働台数の削

減。 

(4)コピー用紙に再生紙

を利用。 

(5)営業車輌の台数・車種

の見直し。 

【相手方にとっての成果】 

使用エネルギー減尐によ

る、地球温暖化防止への貢

献。 

【当金庫にとっての成果】 

(1)電力量 

対前年度   8.19%削減 

対19年度  8.14%削減 

(本部・事務センター) 

(2)ガス量 

対前年度  17.65%削減 

対19年度 60.75%削減 

(本部・事務センター) 

【評   価】 

順調に使用エネルギーの

削減が図られている。特

に、電力・ガスについては、

クールビズ、ウォームビ

ズ、空調機器の入れ替えな

どが功を奏し、大きな成果

があった。 

【今後の課題】 

原発停止に伴う電力の供

給不足が懸念されること

から、使用電力削減に向け

て、さらなる努力が必要と

なる。 

    クールビズ・ウォームビズ

の徹底 

電力消費量については、夏

季、冬季の空調機使用に伴

う電気量が大きなウェイ

トを占めており、これを削

減するものとして实施。 

(1)6月～9月 室温 28℃

に設定し、原則ノー上

着・ネクタイとする。 

(2)12月～3月 室温20℃

に設定する。 

(3)クールビズ实施中は、

ポスターの掲示、ワッ

ペンの着用等で職員の

意識の高揚を図るとと

もに、不要な照明を消

すなど細かい管理を行

う。 

【相手方にとっての成果】 

使用エネルギー減尐によ

る、地球温暖化防止への貢

献。 

【当金庫にとっての成果】 

使用電力量の対前年度比

削減に寄与した。 

（全店計） 

 6月～9月 △12.1％、

12月～3月  △ 6.7％ 

【評   価】 

クールビズ、ウォームビズ

運動は定着した感がある。

金庫職員の家庭を対象と

した「ひびしん我が家の節

電エコレース」の实施等に

より、職員の意識も高まっ

たと考えられる。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    エコドライブ ガソリン使用量削減方策

の一環として取組む。 

(1)カーシェアリングに

よる本部・営業店車輌

の見直しおよび削減。 

(2)営業車の買い替えの

場合は、低燃費車（エ

コカー、軽自動車）を

購入する。 

【相手方にとっての成果】 

ガソリン使用減尐による、

地球温暖化防止への貢献。 

【当金庫にとっての成果】 

普通車から軽自動車への

入替4台、バイク2台減。 

【評   価】 

カーシェアリング、車輌台

数の見直しにより、使用台

数を若干削減することが

できた。軽自動車へのシフ

トと併せ、ガソリン使用量

削減につながるものであ

る。 

【今後の課題】 

経済速度運転やアイドリ

ングストップの励行等、職

員への周知 

   環境保護対策としての取組み 

    信用保証協会等と連携し

た環境分野に取組んでい

る企業等に対する融資支

援 

国を挙げての温暖化対策

を認識し環境保護に対す

る意識を深め、環境保護等

に対応する商品を開発す

る企業を支援するため、保

証協会と連携し積極的な

資金援助を行うもの。 

環境問題への対応とし

て、環境保護対策に関す

る技術開発を業とする企

業への融資商品の開発や

環境保護対策を实施しよ

うとする企業への融資を

推進を目指す。 

【相手方にとっての成果】 

省エネや新エネルギーの

開発等に従事する企業に

とっては低金利で事業資

金の確保が出来る。 

【当金庫にとっての成果】 

市制度融資である「環境・

エネルギー対策資金」の平

成 23年度の取扱实績はな

いが、引続き環境分野に取

組む企業があれば積極的

に取組んでいく。 

 

 

 

 

 

【評   価】 

23 年度の取扱实績はない

が今後も引続き環境対策

に対する意識を高揚させ

積極的に取組んでいく。 

【今後の課題】 

営業店の意識高揚と継続

的な取組み。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    カーボンオフセット付住

宅ローン、預金商品の検討 

環境問題に対する企業の

社会的責任を果たすため、

本業の金融機能を活用し

た環境配慮型金融商品の

提供により、環境分野への

ＣＳＲを取組むこととし

た。そのなかで、地球温暖

化対策として注目されて

いるカーボンオフセット

を住宅ローンや預金商品

に連動させて、ＣＯ₂の削

減による地球温暖化防止

に貢献することを目的に

検討している。 

平成 21 年 10 月から北九

州市環境局主催の「北九

州カーボンオフセット・

エコポイント統合システ

ム検討準備会」に参加し、

商品開発に向け検討中。 

平成22年6月発売のこど

も積金「キッズ100」と高

齢者世帯応援商品「お宝

“孫”積金」の 2 商品に

ついて、カーボンオフセ

ット付証書を採用した。 

【相手方にとっての成果】 

定期積金の新規契約をす

ることによって、地球温暖

化防止のためのＣＯ₂削減

に貢献している。 

【当金庫にとっての成果】 

23年度末は、2商品あわせ

て、1,611件 1,352百万

円の契約額となった。 

【評   価】 

定期積金証書の製造時に

排出されるＣＯ₂250 ㎏を

プロバイダーを通じて、イ

ンドで化石燃料の代わり

となるエネルギーを風力

発電し相殺しており、地球

温暖化防止に貢献できる

ものと思われる。 

【今後の課題】 

カーボンオフセットの排

出権取引について、クレジ

ットの認証機関選定につ

いて検討が必要である。 

    エコ定期、エコ定期積金の

継続販売 

環境問題に対する企業の

社会的責任を果たすため、

また当金庫のＣＳＲ活動

の一環として環境保護対

策支援商品を作り、お実さ

まにも環境に対する意識

を持っていただこうと検

討した。 

平成23年11月より飲酒

運転撲滅定期預金を急遽

発売（Ｈ23.11～Ｈ24．1）

实績 9,602件 237億円 

一昨年は、福岡県の飲酒

運転の件数は全国一位と

不名誉な結果であり、Ｃ

ＳＲの一環として定期預

金を発売、多くのお実さ

まに飲酒運転撲滅の賛同

をいただいた。そのため、

エコに対する定期性預金

販売は中止とした。 

 

 

 

 

【相手方にとっての成果】 

取組みはなく、实績はな

い。 

【当金庫にとっての成果】 

取組みはなく、实績はな

い。 

【評   価】 

検討中であり、評価段階で

はない。 

【今後の課題】 

環境保護対策とマッチし

た商品提供を常に検討し

ていくことが課題である。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  金融教育による地域社会づくり 

   地域を担う若い世代や高齢者への

金融知識の普及 

地域のために貢献するこ

とは地域金融機関として

の使命であり、今後も積極

的に貢献していく。 

(1)若い世代に対しては、

インターンシップの大

学生を 4 名受入、中学

生の職場体験学習とし

て3名受け入れた（2日

間实施）。 

(2)高齢者に対しては、年

金相談会を各地域で年

間24回、日曜相談会を

5回实施、資金運用相談

会を年間 20 回開催し

た。 

【相手方にとっての成果】 

各相談会ともに評価は高

く、今後とも継続实施予

定。若年者世代は实施人数

が尐なく、効果は薄い。 

【当金庫にとっての成果】 

当金庫ＰＲと信頼度アッ

プにつながっている。 

【評   価】 

中高生の職場体験学習の

受け入れが尐なかった。そ

の他は計画通り实施出来

た。 

【今後の課題】 

若い世代へ金融知識の普

及として、職場訪問实習を

中学、高校へ働きかける。

高齢者には年金相談、資産

運用相談の更なる充实を

図っていく。 

独自性のさらなる発揮 

 顧実基盤の一層の活性化 

  総代会の機能向上（实効性の確保）と会員組織の適切な運営 

   エリア別総代懇談会の定着化 Ｈ20.3 金融審議会第二部

会に「協同組織金融機関の

あり方に関するワーキン

ググループ」が設置され、

ガバナンスのあり方が論

点の一つとなった。その中

で、総代会の機能向上の要

請があり、業界の申し合わ

せ事項に沿って、金庫も対

応している。総代会に限定

することなく、総代の意見

を経営に反映させるため

实施。 

エリア別総代懇談会を年

１回開催。 

平成23年10月26日（水） 

中央・西部・福岡エリア 

定員73名、出席 51名 

出席率 69.9% 

平成23年10月27日（木） 

北部・東部・南部エリア 

定員 75 名、出席 49 名   

出席率 65.3% 

 合計定員 148 名  出席

100名 出席率 67.6% 

支店別総代懇談会 

实施店舗 16店舗。 

【相手方にとっての成果】 

金庫と直接意見交換をす

る場として活用できる。 

【当金庫にとっての成果】 

会員からの意見聴取の手

段については、意見・要望

をアンケート形式で实施

しているが、総代懇談会を

開催することにより、総代

から直接意見を聞くこと

ができ、コミュニケーショ

ンを図ることができる。 

【評   価】 

会員の意見を経営に反映

させるための取組みのひ

とつとして、有効に機能し

ていると思われる。 

【今後の課題】 

さらに有効な活動とする

ためには、懇談の時間を増

やすなど、時間配分の検討

も必要と思われる。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   総代会・総代に関する事項の開示 総代会機能向上策に関す

る業界申し合わせ事項の

中で、総代選任手続の透明

性については、情報開示で

対応することとしている。 

申し合わせの開示項目は

下記の通り 

(1)総代会の仕組み（総代

会制度について） 

(2)総代候補者選考基準

（総代候補者選考基準） 

(3)総代の選任方法（総代

とその選任方法、総代が

選任されるまでの手続

きについて） 

(4)総代会の決議事項等

（第60回通常総代会の

決議事項） 

(5)総代の氏名（総代名簿） 

※（ ）は、ディスクロー

ジャー誌に掲載の当金庫

開示項目名 

(1)上記項目に加え、総代

の年齢別・エリア別、

業種別人員構成をグラ

フで表示。 

(2)出資会員の年齢別、エ

リア別構成比をグラフ

で表示。 

(3)ホームページ上に、デ

ィスクロージャー誌掲

載内容を開示。 

【相手方にとっての成果】 

開示内容の充实により、協

同組織運営に対する理解

を深める一助となった。 

【当金庫にとっての成果】 

開示内容の充实により、協

同組織運営の透明性を具

体的に説明できた。 

【評   価】 

業界申し合わせの開示項

目に加え、総代の属性別構

成比を表示し、さらにはホ

ームページ上でも開示を

行なっており、情報開示の

充实が図られた。 

【今後の課題】 

総代会の模様についての

開示等については、検討の

余地がある。 

   会員向け業務報告の内容充实 協同組織運営に対する会

員の理解を深めるため、財

務等の透明性確保が必要

であり、業務報告の内容に

ついて一層の充实に努め

る。 

総代向け業務報告とほぼ

同内容で作成し、毎年会

員へ送付する「事業の報

告」の中に「ご意見をお

聞かせください」のハガ

キを同封している。 

【相手方にとっての成果】 

財務内容について理解を

深める一助となった。 

【当金庫にとっての成果】 

広く会員の意見を聞くこ

とができた。 

【評   価】 

ハガキの同封は、広く会員

の意見を聞く有効な手段

となっている。 

【今後の課題】 

会員からの意見について

は即時対応を図ってきた

が、対応後の広報なども検

討すべきと思える。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  会員間の「横のつながり」を促す 

   顧実サークル活動の活性化 (1)ひびしん同友会 

経営者を対象に、常に新時

代に処するに必要な知識

の向上と社会探求を行い、

会員相互の親睦と融和を

通じて事業の発展と利益

の向上、並びに地元産業の

発展に寄与することを目

的に発足。 

(2)ニューリーダー会 

若手経営者を対象に、新し

い時代の経営環境に適応

できる経営者に必要な知

識の体得と会員相互の啓

発、事業の発展を通じて地

域社会の活性化に貢献す

ることを目的に発足。 

(3)イングスクラブ(主と

して取引先の従業員)、寿

会(年金振込取引先)、すみ

れ会(個人女性) 

サークル会員の積極的な

交流機会の提供、各種金融

教育享受機会の提供、各種

優遇措置实施による会員

への金融支援の实施、地域

貢献活動やボランティア

活動を通じて地域社会の

活性化に貢献すること等

を目的として発足。 

(1)講習会・研修会 

(2)経営講座・経営研修会 

(3)社会見学・優良企業見

学 

(4)懇親会 

(5)旅行 

(6)その他会員が希望す

る趣味のクラブ活動お

よび各種イベント 

【相手方にとっての成果】 

知識の習得、会員相互の親

睦および金庫職員との親

睦が図れた。旅行・各種イ

ベントへの低料金での参

加。 

【当金庫にとっての成果】 

顧実の組織化を図ること

により取引の深耕および

情報収集を図る。 

【評   価】 

同友会エリア行事では、各

エリア100名～400名の参

加があり盛況であった。 

すみれ会の宝塚観劇では

146 名の参加者があり盛

況であった。 

【今後の課題】 

同友会については原則、エ

リア・支部単位で活動を行

っており、積極的に活動し

ているエリア・支部とそう

でない支部との差ができ

ている。 

イングスクラブ・すみれ

会・寿会については参加者

が固定化しており、会員の

増加を図る。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  地域を越えた業界ネットワークの活用 

   ｢しんきんふれ愛ネット｣等の活用 信金中央金庫より全国の

信用金庫に先駆けて、当金

庫にサイト立上げの協力

依頼があったものである

が、当金庫としてもビジネ

スフェアにおいて实施し

たマッチング業務の延長

線上の位置付けとして、引

き続き实施が必要な分野

の業務でもあることによ

り、今般取引先紹介を实施

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[運営主体]（㈱ぐるなび） 

サイトの運営全般、掲載

商品のページ作成・更新 

[紹介者]（当金庫） 

取引先への企画の案内、

取引先の紹介。 

[出店者]（当庫取引先） 

サイトへの商品掲載（原

稿作成・画像提供） 

【相手方にとっての成果】 

实際のビジネスフェア以

外でも随時、取引先のマッ

チング支援が図れる。 

【当金庫にとっての成果】 

商品掲載企業の紹介者と

して、サイト上に当金庫名

が表示される。 

【評   価】 

マッチングの機会をお実

様に与えることができた

ことがよかった。 

【今後の課題】 

23 年度は当庫の九州北部

信用金庫協会の合同ビジ

ネスフェアに注力したが、

サイトの認知度が低く、思

ったほど集まらなかった。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

 ガバナンス・情報開示の充实 

  タイムリーな経営情報の開示 

   お実様目線のディスクロージャー

誌の編集 

経営の透明性に対する近

年の社会的な要請に応え

るため、決算状況と地域貢

献活動などに関するタイ

ムリーな経営情報の開示

に努める。 

振り込め詐欺に関する注

意喚起、被害者救済法の

概要、犯罪被害資金の振

込口座照会フリーダイア

ル、また、キャッシュ・

カードの偽造・盗難に関

する暗証番号に関する注

意喚起、当金庫の不正引

き出し防止への対応、偽

造・盗難発生時の受付ダ

イアル、偽造・盗難被害

補償など、CSR、地域貢献

活動取組み状況を掲載し

ている。 

【相手方にとっての成果】 

顧実保護の観点から、金融

犯罪の標的になりやすい

高齢者への注意喚起、当金

庫の対応、相談窓口などの

情報を掲載している。 

【当金庫にとっての成果】 

平成 23年度上半期ディス

クロージャー誌に掲載し、

配布している。 

【評   価】 

限られた紙面であり、緊急

度・重要度等を検討し、顧

実保護に関する事項を優

先的に掲載している。 

【今後の課題】 

協同組織金融機関の観点

から、相互扶助の経営理

念、地元への資金還元、日

常的な渉外活動や金融関

連の情報などについて、分

かりやすく、身近な情報と

して開示を工夫する必要

性を認識している。 

   社会貢献活動、環境問題への取組み

の開示 

経営の透明性に対する近

年の社会的な要請に応え

るため、決算状況と地域貢

献活動などに関するタイ

ムリーな経営情報の開示

に努める。 

開示項目 

(1)地域振興への貢献、

(2)サークル活動、(3)地

域行事、ボランティア、

(4)ひびしんビジネスフ

ェア、(5)しんきん合同商

談会、(6)環境に向けた取

組み、(7)地域貢献活動～

金庫の CSR への取組み、

(8)中小企業応援センタ

ー事業、(9)ひびしん地域

密着型金融推進計画、

(10)金融円滑化法の対応

に向けた態勢整備 

【相手方にとっての成果】 

地元商店街の活性化、地域

行事・ボランティアへの参

加、地場企業の支援などの

状況、また、CO２削減目標

値、電気・ガス使用量の削

減値、CO２換算の削減値な

どの計数情報を開示して

いる。 

【当金庫にとっての成果】 

主として平成 22年度ディ

スクロージャー誌・ミニデ

ィスクロージャー誌に掲

載し、情報発信を行った。 

【評   価】 

当金庫の地域における共

助と社会的使命への取組

みを地域社会へ情報発信

した。 

【今後の課題】 

事業者だけでなく、地域の

生活者や家計などへ、生活

設計を支援していく情報

発信の必要性を認識して

いる。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   半期決算導入に向けた態勢整備 現在、信用金庫について

は、法律に基づく半期決

算・半期開示に関する義務

付けはないが、信用金庫業

界では、「半期情報開示に

関する基本的考え方」を策

定し、3月末の法定開示に

加えて 9 月末にも情報開

示を行うことを申し合わ

せている。しかし、銀行で

は、債務者区分や償却・引

当などを統一された法制

度、会計慣行に基づき中間

決算、半期開示をすでに行

っており、適切なリスク管

理や比較可能性の面から

も、これと同等の対応を行

い、経営の透明性と地域や

顧実とのコミュニケーシ

ョンを高めていく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月末仮決算に基づき、以

下の項目を開示してい

る。 

(1)金融再生法ベースの

債務者区分による開示 

(2)自己資本比率 

(3)預金・貸出金の状況 

(4)有価証券の時価情報

（有価証券の種類毎の

時価、簿価、評価損益） 

(5)損益の状況 

(6)業務純益、経常利益、

当期純利益など 

【相手方にとっての成果】 

3月末決算と同じ内容の債

務者区分や償却・引当など

を行い、これに基づき半期

情報開示を行っている。 

【当金庫にとっての成果】 

業界での申し合せ事項に

従った開示を行い、地域社

会への信頼性の向上に努

めた。 

【評   価】 

業界での申し合せ「半期情

報開示に関する基本的考

え方」で示されている開示

頻度、開示時期、開示項目

などについてはクリアし

ている。 

【今後の課題】 

半期決算・半期開示導入に

向けた今後の制度上、会計

慣行の方向性および業界

動向に注視し、会計手法、

開示手法などの検討を行

い、開示すて行く必要性を

認識している。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  利用者意見の経営への反映 

   調査会社への委託による顧実満足

度調査の实施と取組み 

平成 17年度から「ひびし

んの成績表」にて顧実アン

ケートを实施していたが、

対象が来店実中心のため

偏った結果となっていた

ため、当金庫および他金融

機関の利用状況、お実様の

当金庫に対する評価やイ

メージ、意識、期待感をエ

リアごとに把握し、今後の

課題をより明確にするた

め实施した。 

平成20年度に全顧実の中

から任意に抽出した個

人・個人事業先 5,000 先

にアンケート調査票を郵

送し、 30％にあたる 

1,500 先からの回収を目

標とした。また、回答に

対する謝礼として抽選で 

300 名にギフトカードを

進呈した。アンケートの

雛形や結果集計は統計の

専門会社に依頼した。 

【相手方にとっての成果】 

平成 20年度においては、

調査票の回収を实施し、回

収数 1,570 票、回収率

31.4％となった。 

【当金庫にとっての成果】 

2008年度「業務のご案内」

に掲載し、当金庫の取組み

については、ホームページ

のニュースに掲示した。 

【評   価】 

平成20年度は、アンケー

ト調査でいただいたご意

見・ご要望については、担

当部署に振り分けて検討

し、対応を進めており、平

成23年度の調査は实施し

ていない。 

【今後の課題】 

駐車場、ＡＴＭ台数等、未

解決の課題はあるも、可能

な限り対応を進めていく。 

   改善へ取組みの進捗状況の開示 信用金庫は会員組織の協

同組織金融機関ではある

が、会員以外の利用者の比

率も高く、こうしたお実さ

まの支持を拡大し、信頼関

係をより強化するため、

「お実さまアンケート調

査」の調査結果に基づき、

当金庫への意見・要望を分

析・検討し、それに対する

改善事項への取組み状況

などを開示する。 

 

 

 

 

 

利用者意見の経営への反

映を図るため、「お実さま

アンケート調査」を实施

し、当金庫への意見や要

望の分類、内容、件数、

調査結果に対する改善へ

の取組み状況を開示して

いる。 

【相手方にとっての成果】 

お実さま意見、要望を広く

外部に開示した。 

【当金庫にとっての成果】 

平成 22年度ディスクロー

ジャー誌に掲載し、配布し

ている。 

【評   価】 

お実さま意見、要望を広く

外部に開示することで、職

員の意識、自覚の醸成を促

し、改善事項への取組強

化、業務運営への反映に努

めた。 

【今後の課題】 

今後とも継続して实施し

ていく必要性を認識して

いる。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

永続性ある経営の確立 

 内部管理態勢の強化 

  法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化 

   コンプライアンス・プログラムの改

定 

毎年度の見直しを踏まえ、

平成 23年度「コンプライ

アンス・プログラム」とし

て従来のプログラムを一

部改定した。 

(1)コンプライアンス・マ

インド醸成のための研

修实施 

(2)コンプライアンス活

動のモニタリング  

(3)苦情トラブル報告の

モニタリングによる発

生原因の傾向分析 

(4)反社会的勢力にかか

るデータ整備と管理 

(5)金融ＡＤＲ制度の周

知、啓蒙活動への取組

み 

(6)個人情報保護への取

組み 

(7)利益相反に関する事

例の登録管理 

(8)営業店からの金融法

務相談への対応 

(1) 新入職員、担当者、責

任者に対して研修を 4

回实施した。 

(2) コンプライアンス活

動報告書で、活動状況を

チェックしている。 

(3) 発生原因を分析する

ことで、主管部署への指

導が行える。 

(4) 県警ホームページ、新

聞を中心に、データ登録

を行った。 

(5) コンプライアンスマ

ニュアルの施行規則の

細目として追加記載し

た。 

(6) 個人情報の漏えい再

発防止に向けた指導を

实施した。 

(7)事例なし 

  

 

 

 

 

 

 

【評   価】 

コンプライアンス違反未

然防止、早期発見に向けた

本部としての取組を行な

っているが、コンプライア

ンスの重要性認識に甘さ

が感じられる。 

【今後の課題】 

コンプライアンスの重要

性の認識について充分と

は言い難い、結果、徹底し

た再発防止策の検討、及び

实施状況の管理ができて

いない。今後、関連部署と

の連携を密にして改善し

ていく必要がある。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   コンプライアンス臨店指導・研修の

徹底 

(1)不正・不祥事件の未然

防止のための臨店指導、

再発防止を重視した臨

店实施 

(2)コンプライアンス・マ

インド醸成のための研

修实施 

(1)コンプライアンス臨

店指導 

①全営業店に対する定例

臨店指導は監査部に委

託して实施した。 

 ②コンプライアンス違

反事故発生店が策定し

た再発防止策検証のた

め該当店を臨店し、实

施状況についてヒアリ

ングを行った。 

(2)コンプライアンス研

修 

①新入職員3 ｶ月研修にお

ける「コンプライアン

ス研修」の实施 

②全役員、コンプライア

ンス責任者・担当者に

対する研修の实施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンプライアンス臨店指

導については、 営業店の

現状把握ができた。 

コンプライアンス研修に

ついては、入庫時と入庫後

3カ月経過した時点での研

修ができた。また、コンプ

ライアンスを最も認識し、

指導していく立場の役員、

職員に研修を行うことが

できた。 

【評   価】 

事故を発生させた店舗で

は年度内に再び同様の事

故は発生しなかったもの

の、他店で同様の事案が発

生したことは、臨店指導・

研修の効果が出ていない。 

【今後の課題】 

事故を発生させた店舗の

再発防止策が、その店舗だ

けの防止策となっており、

全店統一した事務取扱と

しての主管部署への指導

を強化する必要がある。 

コンプライアンスの重要

性を認識させるため、現在

の研修方法を改める必要

がある。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   ｢ラッキーコール｣の奨励～公益通

報者保護法の遵守 

「公益通報者保護法」遵守

のため、当金庫役職員が自

己または他人の業務にお

ける法令等遵守違反行為

について適切な処理を行

なうことを目的として、平

成 19年 4月に「ラッキー

コール取扱要領」を制定し

た。 

当金庫役職員等が自己ま

たは他人の業務におけ

る、次のケースにおいて

の適切な処理を行なう。 

(1)法令等の違反行為等

の発生報告 

(2)職場の風紀を乱す性

的言動(セクシャル・ハ

ラスメント)、職場での

権限を利用した人的嫌

がらせ(パワー・ハラス

メント)の報告 

(3)顧実の風評等の報告

および顧実からの問い

合わせ・相談・要望・

苦情 

【当金庫にとっての成果】 

職員の悩みや職場の問題

点の通報を通じて、職場環

境の改善に役立てること

ができる。 

【今後の課題】 

(1)新入職員への啓蒙を初

め、今後も継続して周知

に努める。 

(2)通報制度に対する信頼

感がないため、通報した

ことが分かるのではな

いかと思っている職員

も尐なからずいる。 通

報制度を改めて研究す

る必要がある。 

   不祥事件・不正防止チェックリスト

作成 

平成 22年度から「不祥事

件・不正防止チェックリス

ト」として、所属長による

毎月のチェック・報告とし

ている。 

所属長が毎月チェックを

行うことで、早期に事案

を発見されることを認識

し、日ごろからの職員と

の会話を重要視するよう

指導した。 

コンプライアンス室は、

報告された内容報告を検

証することで、営業店の

实態把握を行う。場合に

よっては、支店長への指

導も行う。 

 

 

 

毎月の職員に対する支店

長ヒアリングの結果も反

映させ、不祥事件防止・不

正防止のためより实態に

即したチェックが早期に

できることで、本部、営業

店コンプライアンス責任

者と一体となった活動が

できる。 

【評   価】 

不正や不祥事件の未然防

止、再発防止を重視したコ

ンプライアンス態勢の強

化を図った。 

【今後の課題】 

コンプライアンスの重要

性の認識について、引き続

き、研修や臨店指導を行う

必要がある。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  顧実保護態勢の強化 

   投資信託購入顧実に対する｢アフタ

ーフォロー｣態勢の構築 

リーマンショック以降の

投信基準価額の下落によ

って、当金庫のファンド保

有者においても元本割れ

となり、長期保有というス

タンスを考慮すると、下落

要因、保有ファンドの状

況、見通し等をお実様に理

解してもらう必要があっ

た。また、他のファンドへ

の乗換ニーズも拡大した

ため、投信購入後、一定期

間ごとにアフターフォロ

ーを实施することが重要

となった。従って、お実様

の不安心理を払拭するた

め、アフターフォロー態勢

を構築し、投信保有者に対

してきめ細かなサービス

提供を行ない、顧実満足度

を高めていくことを目的

としている。 

アフターフォローの实施

を臨店指導項目の中にい

れ、实施率の低い店舗に

関しては、臨店の都度、

アフターフォローの重要

性を指導し、实施率アッ

プに努めた。 

平行して、实効的なアフ

ターフォローの实施につ

いて３Ａリーダーを中心

に、投信会社・ＭＣによ

る研修を实施した。また、

「保険・証券業務自店検

査」の月例報告書にもア

フターフォローの实施に

ついての項目を設けて自

主管理させると共に、23

年度下期には業務部と連

携のうえで全支店の上位

10 先に対して訪問による

アフターフォローを实施

した。 

【相手方にとっての成果】 

顧実ニーズに合わせたき

め細かいアフターフォロ

ーを实施することにより、

お実様には一応の満足を

得て頂いている。（苦情の

減尐に繋がっている） 

【当金庫にとっての成果】 

「乗換え」を含めた事前相

談が増えたことにより、解

約の歯止めとなっている

が、欧州の財務問題、継続

した円高によりいまだに

解約の申出は増加してい

る。 

【評   価】 

平成23年3月末の实施率

は通期で86.4％。平成23

年 9 月末の实施率は

90.0％であったのに対し、

平成22年度下期は78％に

落ち込んだため、通期の实

施率も 84.0％に留まっ

た。 

【今後の課題】 

より实効的なアフターフ

ォローが今後の課題であ

り、それによりお実様との

信頼関係を更に深めてい

く必要がある。そのために

は、職員のアフターフォロ

ーに対するスキルアップ

のための継続研修が必要

と考える。また、金融商品

サービス室より各営業店

に定期的にアフターフォ

ローの实施状況を配信す

ることにより、意識の低下

を防ぐなどの手立ても必

要である。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   不正取引防止・金融犯罪防止への対

策の強化～異常取引の検知機能の

強化(システムの強化) 

平成 20年のＦＡＴＦの対

日相互審査の結果、金融機

関の顧実管理態勢など多

くの項目において同勧告

の「不履行」が指摘された

ことから、警察庁等におい

て、具体的な対応策の検討

が進められている背景を

踏まえ、犯罪収益移転防止

法第９条に規定する「疑わ

しい取引の届出」が法の主

旨に基づき行われるよう

システムの改良を行った。 

犯罪収益移転防止法第 9

条に規定する「疑わしい

取引の届出」の主旨を再

確認し、以下の取組みを

行い、結果として疑わし

い取引に該当する些細な

事案についても金融庁に

対して届出を行った。 

(1)営業店におけるモニ

タリングから疑わしい

取引であるかの判定を

1 次判定とし本部への

報告を電子化した。 

(2)本部に担当者を配置

し 2 次判定を行う態勢

をとり、疑わしい取引

の判定を厳格化すると

ともに、疑わしい取引

に該当すると判定した

場合の金融庁届出をス

ムーズに行えるようシ

ステム改良した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相手方にとっての成果】 

迅速且つ適切に实施する

為の態勢を整備したこと

で、被害に合う顧実を減尐

させること及び被害に合

った場合の預金債権の被

害者への分配に効果が上

がっている。 

【当金庫にとっての成果】 

疑わしい取引の届出がス

ムーズに行えるようにな

った。 

【評   価】 

犯罪収益移転防止法、振り

込め詐欺救済法の主旨に

基づき、疑わしい取引の届

出から当該預金債権の消

滅手続きの開始に係る公

告までが、迅速に行える態

勢の整備ができた。 結果

として、不正利用口座の開

設への抑止効果と被害者

への残金分配に効果が上

がっていると思われる。 

【今後の課題】 

(1)不正利用口座を開設さ

せない態勢作り（抑止力

アップ） 

(2)不正利用預金口座に該

当すると判断した場合

の口座停止措置の法的

対応 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  統合的なリスク管理態勢の構築と活用 

   統合的なリスク管理手法の高度化 地域密着金融の深化と独

自性のさらなる発揮を積

極的に取組むためには、ま

ず経営基盤を確固たるも

のにする必要がある。その

ための方策として、信用リ

スクや市場リスクなどの

最大リスクを計測し、自己

資本の範囲内に収まるよ

う管理する「統合的リスク

管理」を行うこととした。 

(1)統合的リスク管理に

おけるリスク計量 

ＶａＲにより市場リス

ク量および信用リスク

量の計測を行い、リス

ク量が限度枠（自己資

本）の範囲内に収まっ

ているか監視を行っ

た。また、ＶａＲで捉

えきれないリスクに備

え、ＶａＲを補完する

目的でストレス・テス

トを行った。 

(2)自己資本充实度チェ

ック 

リスク管理委員会にお

いて自己資本使用率や

ストレス・テスト結果

の報告を行い、自己資

本の充实度の評価を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配賦資本に見合わない過

度なリスクを抑制するこ

とで、自己資本使用率は

50％から 70％の範囲で安

定的に推移した。また、ス

トレス・テスト結果を限度

枠設定や事業計画策定に

活用出来た。 

【評   価】 

リスク量計測やストレス

シナリオを活用し、リスク

顕在化の未然防止や相互

牽制機能の発揮に対して

大きな役割を果たした。 

【今後の課題】 

(1)モニタリング方法、報

告様式の多様化 

(2)フロント部門、バック

部門へのリスクコミュ

ニケーションの強化 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   各リスク管理部門との連携｢つなぐ

力｣ 

今般の金融・資本市場の混

乱を通じて、信用金庫を取

り巻く経営環境はますま

す業務の多様化を迫られ、

金融機関に内在するリス

クは複雑化・巨大化する一

方である。このような環境

変化に対応するためには、

業務範囲や方法を固定す

ることなく各リスク管理

部門が連携し、有効かつ实

効性のある統合的リスク

管理を行うことが必要で

ある。 

(1)リスク管理委員会の

機能強化 

各リスク管理部門との

連携を図る中心的な役

割を持つリスク管理委

員会において、計量出

来ないリスクに対する

報告体制を強化した。 

(2)ストレス・テストの多

様化 

国内外の環境を分析

し、幅広いシナリオを

作成して財務面、資金

流動性への影響を検討

した。 

(1)各リスク管理部門が抱

えているリスクの状況、

今後の対応策について

各委員が共有出来た。 

(2)自己資本及び当期の収

益に重大な影響を与え

るリスクの特定が出来

た。 

【評   価】 

各リスクカテゴリーにお

ける報告体制およびリス

ク管理の状況を各委員が

共有出来る体制は整って

いる。 

【今後の課題】 

(1)リスクコミュニケーシ

ョンの促進 

リスク管理委員会にお

いての議論や研修によ

ってリスクに関する理

解を更に深める。 

(2)金庫資産、負債に対す

るリスクの網羅的な把

握 

   限度枠管理の強化 当金庫では、従前から限度

枠の取り決めは行ってい

たが、リスクの顕在化への

抑制効果や統合的リスク

管理の一環として、限度枠

管理の整備および強化を

図ることとした。 

(1)限度枠の見直し 

平成23年7月（対象期

間8/1～3/31）および平

成24年3月（対象期間

4/1～7/31）に限度枠基

準の見直しを行った。 

(2)限度枠抵触状況の報

告 

毎月のリスク管理委員

会において限度枠基準

の抵触状況報告を行っ

た。平成23年度は限度

枠を抵触したケースは

なかった。 

 

限度枠を設定することで、

過度なリスクテイクが抑

制され期間収益や自己資

本比率に対する影響を軽

減出来た。 

【評   価】 

限度枠は、複雑なリスクお

よびストレス・テスト結果

を考慮し、当金庫のリスク

特性に合った限度枠設定

となっている。 

【今後の課題】 

(1)リスクと収益、経営体

力のバランスを勘案し

た限度枠設定 

(2)貸出金の科目別・種類

別限度枠設定 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   自己資本の充实度の強化 地域密着型金融の深化と

独自性のさらなる発揮に

ついて積極的に取組むた

めには、まず経営基盤の確

固たるものとする必要が

ある。そのために、ＡＬＭ

および統合的リスク管理

を通じての自己資本充实

に関する施策を实施する

こととした。 

リスク管理委員会におい

て、統合的リスク管理に

おける対自己資本使用状

況や自己資本の十分性の

検証を行った。 

ストレス・テスト等を通じ

て自己資本充实の必要性

を確認出来た。 

 

【評   価】 

今後も引き続き自己資本

充实に対する方策を推進

する必要がある。 

【今後の課題】 

(1)自己資本充实度に関す

る事項の周知 

(2)十分な自己資本を維持

するための方策 

(3)月次ベースでの自己資

本比率の算出 

 人材の戦略的な育成・活用 

  課題解決型金融を担う目利き力を有する人

材の育成 

地域中小零細企業へ的確

な指導と、企業の将来性、

技術力を的確に評価でき

る能力の向上を図り、信用

リスク管理の徹底と地域

の中小企業の発展に貢献

するため。 

企業再生支援实践講座、

目利き融資・企業アドバ

イス講座、目利き力養成

講座等全国信用金庫協会

主催の外部研修に期間内

46 名受講、審査部主催の

「審査トレーニー」に期

間内46名受講。 

【相手方にとっての成果】 

能力をアップさせること

により、的確なアドバイ

ス、提案が出来る。 

【当金庫にとっての成果】 

金庫の使命がはたせ、信

用リスクの減尐に寄与す

る。 

【評   価】 

計画通りに实施した。 

【今後の課題】 

階層別の目利き研修や外

部講師による集合研修等

を实施し、能力向上に努

めたが完全とはいえず、

更なる強化が必要であ

り、今後も充实していく。 

 


